
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

≪子育て支援体制≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎利用者支援事業『母子保健型』◎ 

実施場所：嘉手納町役場 子ども家庭課母子保健係内 

住所：嘉手納町字嘉手納５８８番地 

電話：０９８-９５６-１１１１（内線１５６・１５７） 

開設日時：午前８：３０～午後５：１５ 

     （土日、祝日、年末年始を除く） 

業務内容： 

 〇妊娠届出時に全ての妊婦さんとお話しし、必要な

情報提供や相談に応じ、セルフプランを策定しま

す。 

 〇希望者や必要な方に、支援プランを策定し、妊娠

中から子育てを支援します。 

 〇相談に応じて必要な支援を行い、切れ目ない支援

を行います。 

例えば・・・ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎利用者支援事業『基本型』◎ 

実施場所：嘉手納町子育て支援センター内 

住所：嘉手納町字嘉手納２９０-９ 

        ロータリープラザ 1 階 

電話：０９８-９５６-２３６１ 

開設日時：午前９：３０～午後４：３０ 

     （土日、祝日、年末年始を除く） 

業務内容： 

 〇子育て家庭の身近な場所でお話を聞き取り

し、必要な情報をお伝えしたり、支援施設や

相談窓口を紹介します。 

例えば・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 赤ちゃんが

泣き止まな

くて、私も

泣きたくな

ってきた。

どうしたら

いい？ 

 
初めての妊娠

で不安がいっ

ぱい。つわり

がひどくて食

べられない。 

 

子どもと一緒に遊べる

場所に出かけたいけど、

どこに何があるのかわ

からない。 

一時預かり保育を受け

たいので、利用について

いろいろ知りたい。 

 

妊娠期 

 

妊娠・出産・子育てに関する 

総合的な相談窓口です！ 

  

 

母子健康包括支援センター 

出産 産後 子育て 

妊娠届 

親子健康手帳交付 

妊婦健康診査 

産婦健康診査 

新生児聴覚検査 

産後ケア事業 

新生児訪問 

こんにちは赤ちゃん訪問 

子ども医療費助成制度 

未熟児養育医療給付制度 

カミカミ（離乳食）教室 

乳児一般健診・1 歳半健診 

3 歳児健診・ニコニコ歯科健診 

個別の相談事業（電話・来所・訪問）・子育て相談 

フッ化物塗布事業 

のびのび発達相談 

養育支援訪問事業・一時預かり事業・ファミリーサポートセンター事業 

 


